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10 月 20 日、21 日に福井県主催の原

子力総合防災訓練が行われました。訓
練の想定は、「高浜原発 1 号機が京都
北部の地震による外部電源喪失後、全
面緊急事態となる」というものです。
参加機関は福井県、地方公共団体、自
衛隊、内閣府、原子力事業者等約 100
機関。避難訓練に参加した住⺠は約
650 名に過ぎず、約 5,100 人は屋内退
避訓練のみでした。下記のように、福
井県内避難と兵庫県への避難でした。 

 
 
 
 
 
  
21 日は悪天候で、陸上自衛隊の大型ヘリによる孤⽴住⺠の県外搬出は中止、海上自衛隊のエア

クッション艇で浜辺からの住⺠搬送は行われましたが、津波なら不可能です。 
避難退域時検査は、国のマニュアル通りで、被ばく防護や汚染を広げない為の工夫は全くあり

ません。全体的に緊張感のない訓練でした。2 か所のスクリーニング会場の視察を紹介します。 
 
１．検査の基準は高すぎる。40,000cpm は小児甲状腺被ばく 300mSv に相当 

 防災訓練は国のマニュアルに沿って行われ、スクリーニングの基準は、人も車両も 40,000cpm
（1 分間の放射線の計測数）です。これは小児の甲状腺被ばくで 300mSｖに相当する高い値です。
福島原発事故前には、安定ヨウ素剤の服用基準である 100mSv に相当する 13,000cpm が基準で
した。これは、甲状腺被ばくの有無を確認するためのものでした。しかし国はこの基準を、体表
面の汚染確認とすり替え、甲状腺周辺を測定することもしません。高い基準値を超えても、簡易
なふき取り除染で済ませ、住⺠に検査結果も知らせません。300mSv 以下の甲状腺被ばくがあっ
ても「基準値以下で問題なし」とされてしまうのです。 
 このように、防災訓練には根本的な問題があり、子どもや住⺠の安全を守ることはできません。 

 
2．福井県内避難の訓練：敦賀市総合運動公園でのスクリーニング等 

（１）ヨウ素剤配布は問診なし、説明書の配布のみ 

 一時集合場所で、安定ヨウ素剤の緊急配布が行われました。バス避難の住⺠は受付で安定ヨウ

市町 人数 スクリーニング場所 避難先
おおい町 217人 敦賀市総合運動公園 駐車場 敦賀市
小浜市 140人 同上 鯖江市、越前町
若狭町 50人 同上 越前町
高浜町 44人 あやべ球場（京都府綾部市）

PAZ 5km圏内 高浜町 97人 スクリーニングなし
兵庫県（三田市、

宝塚市、猪名川町）

UPZ
30km圏内

（避難先までの訓練に参加した人数：福井県資料より）
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素剤の説明書をもらい、バスの中で職員（保健婦）から簡単な全体説明が
あり、ヨウ素剤に見⽴てた飴が配られていました。副作用の出た場合は同
乗職員とオフサイトセンターとの連絡等で対応するとの事です。自家用車
避難はドライブスルー方式で、注意事項等の説明書と飴が配られていまし
た。詳しい説明も問診もないのですから、薬局等で事前配布すべきです。 
 
（２）車両の検査と除染：最も汚染されるタイヤの接地面と屋根は検査も除染もない 

スクリーニング会場は敦賀市総合
運動公園の駐車場でした。車両はバ
スと自家用車の二手に分かれて検査
と除染を行っていました。訓練では
車両台数が限られ、３市町の到着時
刻もずれていたので時間通りに進み
ましたが、車両の待機場所はなく、

車両台数が増えれば検査会場が狭いため、車の移動は困難です。 
検査は、①ゲートモニタ―でタイヤ側面、②ワイパー部、③これらが基準値以上の場合は、車

両全体の検査（確認検査）をして汚染箇所を特定していました。 
汚染車両には、最初から「左タイヤ 50,000cpm」などの表示が張られていました。全体を 3 人

体制で 10 分間ほどかけてバスの側面等を計測していましたが、最も汚染されているはずのタイ
ヤ接地面と屋根は計測しません。 

除染は、タイヤ側面をウェットタオルでさっと拭き、ウェスを捨てる動作を 3〜4 回繰り返し
ただけで終了です。自衛隊員も検査・除染を行っていましたが、これではタイヤの溝等に入り込
んだ汚染物質は除去できず、避難所まで汚染物質を運んで広げてしまいます。検査員は防護服で
はなくガウンでした。 
 

（３）検査の数値は本人に知らせない 

 車が基準値（40,000cpm）未満の場合は住⺠の検査はなく、車
が基準値以上の場合はまず代表者だけを検査します。代表者が基
準値以上の場合に、全員を検査します。 
 検査場入り口の椅子で待機後、簡易検査を行い、基準値超えの
人は詳細検査、除染の為に前方に進みます。汚染なしの人は入り
口から出ていく人もあり、入り口と出口の動線が明確ではなく、
再度汚染される可能性もあります。車椅子が入るスペースはあり
ませんでした。 
 検査は椅子に座り、頭部、顔面、手指及び掌、靴底を調べ、基準値以上の人は、確認検査とし
て全身の測定を実施し、すぐ隣にある除染場所に移動します。汚染の想定は右手または左手だけ
でした。汚染されていない方の手にゴム手袋をはめてもらい、手袋をした手でウェスを使い自分
で汚染箇所をふき取ります。両手が汚染した場合はどうするのかなど疑問が残る除染訓練でした。 
 検査・除染後、通過証をもらい避難所に移動します。通過証には検査結果の記載はなく、本人
は自分の被ばく量を知ることができません。基準値が高いことや全員検査をしないことを問うと、
住⺠検査の統括職員は「基準値以下だから安全なので本人に知らせる必要はない。通過証さえあ
れば良い」「国のマニュアルに沿っているので全く問題ない」と答えました。 
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３．兵庫県への避難の訓練：あやべ球場でのスクリーニング等 

（１）スクリーニング会場への出入り口は同じ場所。出入口の幅は約 5ｍしかなく交互通行 

 福井県の住⺠が兵庫県に避難する場合は、京都
府綾部市にあるあやべ球場でスクリーニング・除
染が行われます（1 頁の地図参照）。今回の訓練で
は、高浜町の UPZ 住⺠ 44 人が、バス 2 台と自家
用車 9 台でスクリーニング・除染を受け、約 1 時
間で終了しました。高浜町から舞鶴若狭自動車道
を経て、あやべ PA のゲートを開けて会場に入り、
検査・除染後もこのゲートから舞鶴若狭自動車道

に出て兵庫県に向かいます。このゲートの幅は約 5ｍしかなく、交互通行しかできないため、PA
出入口付近では、除染前と除染後の車両の動線を分けることができません。除染しても出口付近
でまた汚染される可能性があるという根本的な欠陥があります。国のマニュアルでも、出入口は
別の場所を設定するようになっています。私たちは以前から、このことを問題にしてきました。 
 
（２）出口に新たにゲートモニタを設置し汚染を再確認。しかしパフォーマンスに過ぎない 

 今回は、PA ゲートから入った車は、乗用車
とバスで別の通路を通り、別々のゲートモニタ
で検査します。検査後は、入ってきた路とは違
う１本の路で乗用車もバスも PA ゲート出口に
向かいます。そしてＰＡゲートを出た所に新た
にゲートモニタを設置し、出ていく車両の汚染
を再度確認するようになっていました。福井県
の希望によるものだとのことです。しかし、今
回の訓練でも、タイヤ接地面は測定も除染もあ
りません。ゲートモニタはタイヤ側面しか測定できません。結局、出口にゲートモニタを新たに
設置しても、タイヤ接地面の汚染は確認できないため、避難先の兵庫に汚染を持ち込むことにな
ってしまいます。「念のために出口でも検査している」というパフォーマンスにすぎません。 
 
（３）住民の検査：検査表に「ND」と記入 

 住⺠の検査方法は、敦賀と同じです。訓練であ
らかじめ汚染の数値が書かれた札を下げた人を検
査していました。写真のように「検査記録表」に
は、予定か所の数値は書かれていますが、それ以
外は「ND」となっています。ND とは通常、検出
器の検出限界値以下を意味するものです。たぶんここでは、基準値 40,000cpm 以下という意味で
使っているようです。このような記録の仕方そのものがおかしなものです。基準値そのものが高
いのですから、「ND」ではなく、測定値そのものを記入し、検査結果を本人に伝えるべきです。 
 
 訓練の監視を通じて、原子力防災の根本的な問題点を広く伝えていかなければと感じました。 

 2023 年 10 月 28 日 避難計画を案ずる関⻄連絡会 監視行動の参加者一同 


